
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

〇

〇

（号 外）
独立行政法人国立印刷局

本
号
で
公
布
さ
れ
た

法
令
の
あ
ら
ま
し

政

令

目

次

令和年月日 木曜日 (号外特第号)官 報





新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
定
め
る
政
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
二
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
定
め
る
政
令
（
令
和

二
年
政
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
一
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

◇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第
一

条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
定
め
る
政
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
二
号
）（
内
閣
官
房
）

１

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第

一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
を
令
和
四
年
一

月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

〔
政

令
〕

〇
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
日
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
二
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
事
態
宣

言
に
関
す
る
公
示

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本

部
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
基
本

的
対
処
方
針
の
変
更
に
関
す
る
公
示
（
同
）
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